
船舶インシデント調査報告書 

平成２８年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年１２月２９日 １６時００分ごろ 

発生場所 沖縄県南城市久高島東南東方沖 

 久高島灯台から真方位１０５°４０.０海里付近 

 （概位 北緯２５°５９.０′ 東経１２８°３５.５′） 

インシデントの概要  漁船第二㐂
き

久
く

丸は、漂泊中、主機が始動しなくなり運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２７年１月６日、調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第二㐂久丸、１８トン 

 ＯＮ２－１０９６（漁船登録番号）、個人所有 

 第２８２－１５８４２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、不詳 

機関長、不詳 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ５、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 インシデントの経過  本船は、機関出力が低下したので主機を停止して漂泊し、機関長

が燃料こし器のフィルタを取り替え、主機を始動しようとしたとこ

ろ、セルモータの運転音はするものの、主機が始動しなくなった。 

本船は、機関整備業者が点検した結果、セルモータのピニオンギア

に欠損を生じていることが確認された。 

セルモータは、同モータのピニオンギアと主機のフライホイールリ

ングギアとがかん合し、主機を始動するようになっていた。 

分析  本船は、主機を始動しようとした際、セルモータのピニオンギアが

欠損していたことから、同ギアと主機のフライホイールリングギアと

がかん合せず、主機が始動できなくなったものと考えられるが、ピニ

オンギアが欠損した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、主機を始動しようとした際、セルモー

タのピニオンギアが欠損していたため、同ギアと主機のフライホイー

ルリングギアとがかん合せず、主機が始動できなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的にセルモータの点検及び整備を行うこと。 
 


